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環境配慮製品・サービスについて①（グリーン購入法対象製品）

○国等が率先してグリーン購入を推進する等により、環境物品への需要の転換を図ることを
目的として、平成12年に「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン
購入法）」が制定された。
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○グリーン購入法対象製品は拡大している。 （101品目（平成13年度）→261品目（平成23年度））
○国等が調達する製品が対象（食品や食器、石けんといった日用品などは含まれない。）。

環境配慮製品・サービスについて①（グリーン購入法対象製品）

特定調達品目数

H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

101 152 176 199 201 214 222 237 246 256 261

分類 特定調達品目 （平成２３年２月４日閣議決定）

紙類（７品目） コピー用紙、トイレットペーパー、ティッシュペーパー 等

文具類（８３品目）
シャープペンシル、ボールペン、鉛筆、定規、消しゴム、ステープラー、粘着テー
プ（布粘着）、はさみ、のりファイル、バインダー、事務用封筒（紙製）等

オフィス家具類（１０品目） いす、机、棚等

ＯＡ機器（１９品目）
コピー機、複合機、電子計算機、プリンタ、ファクシミリ、スキャナ、一次電池又
は小型充電式電池等

移動電話（２品目） 携帯電話、ＰＨＳ

家電製品（６品目） 電気冷蔵庫、テレビジョン受信機、電子レンジ等

エアコンディショナー等（３
品目）

エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機、ストーブ

温水器等（４品目） ヒートポンプ式電気給湯器、ガス温水機器、石油温水機器、ガス調理機器

照明（５品目）
蛍光灯照明器具、ＬＥＤ照明器具、ＬＥＤを光源とした内照式表示灯、蛍光ラン
プ、電球形状のランプ

自動車等（５品目）
自動車、ＥＴＣ対応車載機、カーナビゲーションシステム、乗用車用タイヤ、２サ
イクルエンジン油
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分類 特定調達品目(平成２３年２月４日閣議決定）

消火器（１品目） 消火器

制服・作業服（３品目） 制服、作業服、帽子

インテリア・寝装寝具（１０
品目）

カーテン、布製ブラインド、タフテッドカーペット、タイルカーペット、織じゅうたん、
ニードルパンチカーペット、毛布、ふとん、ベッドフレーム、マットレス

作業手袋（１品目） 作業手袋

その他繊維製品（７品目） 集会用テント、ブルーシート、防球ネット、旗、のぼり、幕、モップ

設備（６品目）
太陽光発電システム（公共・産業用）、太陽熱利用システム（公共・産業用）、燃
料電池、生ゴミ処理機、節水機器、日射調整フィルム

防災備蓄用品（６品目）
ペットボトル飲料水、缶詰、アルファ化米、乾パン、レトルト食品等、非常用携帯
燃料

公共工事(６７品目) 間伐材、高炉セメント、断熱材、照明制御システム、排水性舗装、透水性舗装、
屋上緑化等

役務（１６品目） 省エネルギー診断、印刷、食堂、クリーニング、飲料自動販売機設置 等

合計：１９分野 ２６１品目



7出典）国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等について（平成22年度 環境省） 等

○特定調達品目が、その製品の市場全体に占める割合（市場占有率）は概ね順調に拡大している。
○市場占有率が９割を超えるものもあれば、あまり伸びていないものもある。

環境配慮製品・サービスについて①（グリーン購入法対象製品）

特定調達品目 12年度市場占有率 21年度市場占有率

文具類

ステープラー 15.60% 93.30%

紙製ファイル 81.30% 91.90%

紙製バインダー 73.90% 92.20%

プラスチック製バインダー 57.70% 82.30%

プラスチック製ファイル 29.10% 57.70%

ボールペン 13.00% 35.50%

シャープペンシル替芯 4.30% 50.20%

シャープペンシル 15.70% 31.40%

マーキングペン 16.30% 34.80%

定規 2.20% 25.80%

家電製品
テレビ４つ☆以上（平成23年3月31日以前の区分） 99.00%

冷蔵庫４つ☆以上（平成23年3月31日以前の区分） 60.00%

エアコンディショナー等 エアコン４つ☆以上（平成23年3月31日以前の区分） 98.20%

照明

直管型40 形蛍光ランプ 37.00% 76.50%

Hf インバーター方式器具 22.40% 67.10%

高周波点灯専用形（Hf） 11.10% 38.80%

自動車等
新規登録台数に占める電気自動車、天然ガス自動車、メタ
ノール自動車、ハイブリッド自動車及び低燃費かつ排出ガ
ス75%低減レベルの自動車の割合

0.90% 87.70%

公共事業 高炉セメント 24.40% 25.80%

18年度市場占有率 20年度市場占有率

文具類
インクカートリッジ 90.50% 96.60%

トナーカートリッジ 69.80% 68.20%

消火器 消火器 46.00% 65.40%



地方自治体のグリーン購入の取組状況
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出典）地方公共団体のグリーン購入に関するアンケート調査結果について
（平成23年度 環境省）

環境配慮製品・サービスについて①（グリーン購入法対象製品）

○地方自治体については、全ての都道府県・政令市において、何らかのかたちでグリーン購入が取
り組まれている。

○町村については、取組状況が低い。

○取り組んでいる自治体についても、どの程度の製品を対象としているのかまでは把握できていな
い。
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環境配慮製品・サービスについて①（グリーン購入法対象製品）

○７割以上の企業が環境に配慮した購入を行っている。
○非上場企業については、検討していない企業が２割弱ある。



・物品の製造・提供事業者に対して、環境配慮型製品の開発目を標示していく
ことにより、多角性のある環境配慮型製品の開発につながることが見込まれ
る。
・より環境に配慮した物品等が市場に供給されることが期待される。

・それらの環境物品等が選択される市場の形成（市場の更なるグリーン化）が
図られる。

グリーン購入法による特定調達品目の判断基準は現在、調達する際の
最低基準であり、必ずしも環境性能の観点から先駆的ないわゆるトップラ
ンナー基準とは言えない品目が多くなっている。

＜背景＞

文具類

自動車

オフィス家具

目的：より高い環境性能に基づく基準を示し、
市場の更なるグリーン化を図る。

＜事業内容＞

・環境配慮型製品の市場を牽引、イノベーションの促進を図る。

・物品等の製造・提供事業者に対し、環境配慮型製品の開発目標となり得る、
基準の考え方、内容を設定する。
・環境負荷情報の確認・表示方法を策定する。

＜施策の効果＞

環境配慮製品・サービスについて①（プレミアム基準（特定調達品目の拡充））
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出典）平成23年1月24日 第16回総合資源エネ
ルギー調査会省エネルギー基準部会資料５

環境配慮製品・サービスについて②（トップランナー対象機器）

○トップランナー対象機器は拡大してきている（当初は自動車やエアコン等11品目→現在23品目が
対象）

○最終エネルギー消費量ベースのカバー率は家庭部門で約70％となっている。
○ただし、省エネ法に基づくものであることから、使用時にエネルギーを使用する製品に限られる。



12出典）平成23年1月24日 第16回総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会資料５

○エネルギー消費効率の改善も進んでいる。

環境配慮製品・サービスについて②（トップランナー対象機器）



13出典）平成22年12月24日 第９回総合資源エネルギー調査会小売事業者表示判断基準小委員会

環境配慮製品・サービスについて②（トップランナー対象機器）

○トップランナー基準の達成機種割合は増加。



14出典）エコマーク事務局資料等から環境省作成

環境配慮製品・サービスについて③（エコマーク）

○ エコマークは、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環
境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベル（（財）日本環境協会が実施）。

○1989年2月から開始。 2007年6月末現在、47種類の商品類型、約4,600ブランドの商品をカバー。
○国際標準化機構の規格ISO14020（環境ラベル及び宣言・一般原則）およびISO14024（環境ラベル

及び宣言・タイプⅠ環境ラベル表示・原則及び手続き）に則って運営。
○エコマーク製品は、グリーン購入法対象製品と範囲は異なるが、同じ分類に属する製品については、

原則としてグリーン購入法の基準に適合

エコマーク商品類型名 グリーン購入法特定調達品目分類

かばん・スーツケース

印刷インキ

衣服 制服・作業服、作業手袋

家庭用繊維製品 インテリア・寝装寝具、その他繊維製品

工業用繊維製品 その他繊維製品

情報用紙

紙類印刷用紙

衛生用紙

タイル・ブロック

生分解性潤滑油

木材などを使用したボード

文具･事務用品 文具類、OA機器等

包装用紙

紙製の包装用材 文具類

間伐材、再・未利用木材などを使用した製品

節水型機器 家電製品

複写機 OA機器等

プラスチック製品 文具類、インテリア・寝装寝具
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エコマーク商品類型名 グリーン購入法特定調達品目分類
パーソナルコンピュータ OA機器等
紙製の印刷物
リターナブル容器・包装資材
プリンタ OA機器等
建築製品（内装工事関係用資材）
ガラス製品
生ごみ処理機
塗料
消火器 消火器
日用品 文具類、その他繊維製品
廃食用油再生せっけん
家具 オフィス家具等、インテリア・寝装寝具
土木製品
トナーカートリッジ OA機器等
デジタル印刷機 OA機器等
時計 OA機器等
太陽電池を使用した製品 OA機器等
リユース製品
建築製品 （外装・外構工事関係用資材）
建築製品（材料系の資材）
建築製品（設備）
詰め替え容器・省資源型の容器
生分解性プラスチック製品
インクカートリッジ OA機器等
靴・履物
革製衣料品・手袋・ベルト
プロジェクタ OA機器等
まほうびん
損害保険

出典）エコマーク事務局資料等から環境省作成



16出典）平成23年1月24日 第16回総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会資料５

環境配慮製品・サービスについて④（省エネラベル）

○トップランナー基準に対応したラベルの付与もされている。
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出典）平成22年12月24日 第９回総合資源エネルギー調査会小売事業者表示判断基準小委員会
注）平成23年4月1日より、案の通り新たな多段階基準が施行されている

環境配慮製品・サービスについて④（省エネラベル）

○機器の効率改善に対応し、ラベルの見直しも進んでいる。
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環境配慮製品・サービスについて⑤（環境ラベル）

○環境ラベルの種類は多く、増加傾向にある（環境等ラベルデータベース登録数：116（平成16年度）
→152（平成23年9月時点））。
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環境配慮製品・サービスについて⑤（環境ラベル（フットプリント））

○環境ラベルの中でも、製品・サービスのライフサイクルでの環境負荷（フットプリント）を表示するも
のがある。

＜カーボン・フットプリント（CFP）＞ ＜ウォーター・フットプリント（WF）＞

～カーボンフットプリント制度の概要～
カーボンフットプリント制度は、商品や

サービスの原材料調達から廃棄・リサイク
ルに至るライフサイクル全体の温室効果ガ
ス排出量をＣＯ２量に換算して算定し、マー
クを使って分かりやすく表示する仕組み。

出典：「CO2の見える化」に向けて～カーボンフットプリント制度試行事業の成果と
今後の取組～」（2011年２月経済産業省産業技術環境局環境調和産業推進室）

カーボンフットプリント貼付商品の事例

（出典：日経エコロジーWeb
サイトより抜粋）

ウォーターフットプリントの事例

～ウォーターフットプリントとは～
商品やサービスなどがライフサイクル全般で水環境（水

質と水量）に与える影響。

～ウォーターフットプリントの動向～
2009年６月にWFのISO化作業が決定し、2012年の国

際規格（ISO14046）発行に向けて議論が行われていると
ころ。

（平成21年度第4回LCA日本フォーラムセミナー「エネルギーマネジメントと環境
マネジメントに関する国際規格最新動向」（伊坪徳宏）発表資料から）

（出典：Coca Cola Enterprises 2009 Corporate
Responsibility and Sustainability Report）



【目的】①地球温暖化対策の推進、②経済活性化、③地上デジタル放送対応テレビの普及

【実施期間】

・家電エコポイント発行対象期間 ：平成21年5月15日～平成23年3月31日購入分
・家電エコポイント登録申請受付期間 ：平成21年7月 1日～平成23年5月31日（当日消印有効）
・家電エコポイント交換期間 ：平成21年7月 1日～平成24年3月31日（当日消印有効）

※法人の登録申請受付・交換は平成21年8月7日より開始。

【予算額】合計 ： 約6,930億円 ※四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない。

・平成21年度第1次補正予算：約2,946億円 ・平成21年度第2次補正予算：約2,321億円
・平成22年度経済危機対応・地域活性化予備費：約885億円 ・平成22年度補正予算：約777億円

エコポイント申請

省 エ ネ 家 電
の購入・買換

エコポイント
交換商品

消

費

者

CO2削減

家電エコポイント事務局・保証書
・領収書

・家電リサイクル券排出
者控

郵送/
ＰＣ

国基金

＜交換商品のメニュー＞

①全国で使える商品券・プリペイド

カード（提供事業者が環境寄付を行

うなど、環境配慮型※のもの）

※公共交通機関利用カードを含む。

②地域振興に資するもの（地域商品券、

地域産品）

③省エネ・環境配慮に優れた商品

④環境団体への寄附

22年4月以
降、ＬＥＤ電
球等への交
換を優遇

冷蔵庫エアコン

テレビ

原資提供

原
資
請
求

原
資
提
供

家電販売店

23年１月以降、対象を統一省エネラベル５☆
の製品（従来は４☆相当以上）への買い換え
の場合に限定

22年12月以降、
ポイント数を半分程度に
見直し 20
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・申請受付数は累計約4,550万件 ・ポイント発行点数は累計約6,394億円

申請受付数等の推移（平成23年10月末時点）

環境配慮製品・サービスについて⑥（家電エコポイント）

○約4,550万件と、非常に多くの申請があり、家電の省エネ化と、「エコポイント」制度の認知度向上
に貢献。

○２年間で約7,000億円の財政経費が生じている。
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○統一省エネラベル４☆相当以上の省エネ家電製品の全出荷台数に占める割合は、
家電エコポイント制度開始以降、大きく増加

平成22年4～12月の平均 エアコン 約96%、冷蔵庫 約98%、テレビ 約99%
※平成23年1月以降は、エコポイントの発行対象を統一省エネラベル５☆の製品への買い換えの場合に限定

○制度実施期間（平成21年5月～平成23年3月)における
家電エコポイント制度等による省エネ家電製品の普及に伴うCO2削減効果

約 270万 t-CO2/年 と推計

「地球温暖化対策の推進」の観点

※「省エネ性能カタログ」、「使用済家電４品目の経過年数等調査」等を
元に、買い換えや、新規購入時の対象省エネ製品へのシフトによる
消費電力削減量を推計し、環境省試算。
なお、排出係数は0.000561t-CO2/kWhを使用。

※1 テレビは22年4月から多段階評価基準が変更
※2 22年度は4～12月までの値（1月以降は、対象を５☆に限定）

（業界ヒアリングを元に作成）

エアコン 冷蔵庫 テレビ 合計

79 129 65 273

（万t-CO2/年）ＣＯ２削減効果の内訳
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■ ポイントの発行対象

エコ住宅の新築
・ 平成21年12月8日～平成23年７月31日(*)

に建築着工したもの

エコリフォーム
窓の改修工事、外壁、天井・屋根又は床の改修工事

・ 平成22年1月1日～平成23年７月31日(*)

に工事着手したもの

＋
節水型トイレ 高断熱浴槽

※エコ住宅の新築・
エコリフォームで対象

平成23年1月1日以降に建築着工（工事着手）し、エコ住宅の新築・
エコリフォームの工事と併せて、以下の省エネ性能が優れた住宅設備
の設置を行う場合について、それぞれ２万ポイントを発行

太陽熱利用システム

（なお、これらに併せて、バリアフリー改修を行う場合、ポイントを加算）

■ ポイントの交換対象

・省エネ・環境配慮商品等 ・地域産品 ・商品券・プリペイドカード ・環境寄附
・エコ住宅の新築又はエコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事（即時交換） など

■ 発行ポイント数

エコ住宅の新築 １戸あたり300,000ポイント （太陽熱利用システムを設置する場合は、320,000ポイント）

エコリフォーム 工事内容ごとに、2,000～100,000ポイント （1戸あたり300,000ポイントを限度とする。）

■ ポイントの申請期限等

○ポイントの交換申請期限

H26.3.31まで
（エコ住宅の新築、エコリフォーム問わず）

※エコリフォームの
場合のみ対象

※エコリフォームの
場合のみ対象

(*)平成22年９月10日に閣議された「新成長戦略実現に向けた3段構
えの経済対策」において、１年延長が決定されたが、想定以上の申
請があったことから着工・着手の期限を平成23年７月31日に変更

平成22年10月8日に閣議された「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」
において、対象拡充が決定。

○ポイント発行の申請期限
エコ住宅の新築

一戸建て住宅：H24.6.30
共同住宅等（階数が10以下）：H2412.31 共同住宅等（階数が11以上）：H25.12.31

エコリフォーム ：H24.3.31

環境配慮製品・サービスについて⑦（住宅エコポイント）
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・申請受付数は累計約110万戸 ・ポイント発行数は累計約1,900億円

申請受付数等の推移（平成23年10月末時点）

環境配慮製品・サービスについて⑦（住宅エコポイント）

○制度開始から１年半が経過し、申請件数は順調に増加している。
○新規着工件数の４～５割程度が対象住宅となったものと想定され、住宅の省エネ化が定着。
○制度開始から約2,500億円の予算。

24



■ ポイントの発行対象

エコ住宅の新築

（なお、太陽熱利用システムを設置する場合は、ポイントを加算）

＜工事内容＞
①省エネ法のトップランナー基準（住宅事業建築主の判断の基準）相当の住宅
②省エネ基準（平成11年基準）を満たす木造住宅

エコリフォーム
＜工事内容＞
窓の改修工事、外壁、天井・屋根又は床の改修工事

複層ガラスへの交換

＜断熱改修の例＞

天井の断熱改修

エコリフォームに併せて、以下の工事等
を行う場合は、ポイントを加算

バリアフリー工事

省エネ住宅設備の設置

耐震改修工事

リフォーム瑕疵保険への加入

■ ポイント数

エコ住宅の新築

被災地の経済活性化を進めるため、被災地のポイント
をその他地域の倍に。

被災地 ：１戸当たり30万Ｐ
その他地域 ： 〃 15万Ｐ

※太陽熱利用システムを設置する場合、２万Ｐを加算

エコリフォーム

省エネ改修
工事内容に応じて2千～10万Ｐ

バリアフリー改修（5万Ｐ限度）
工事内容に応じて5千～2万5千Ｐ

省エネ住宅設備設置（太陽熱利用シ
ステム・節水型トイレ・高断熱浴槽）

一律2万Ｐ

リフォーム瑕疵保険加入
一律1万Ｐ

耐震改修 15万Ｐ

１戸あたり
30万Ｐが
限度

別途加算

■ 商品交換
ポイント利用の1/2を「被災地産品」や
「被災地への義援金･募金」など被災地の
支援･活性化に資するものに限定。

住宅市場の活性化と住宅の省エネ化を推進しつつ、あわせて東日本大震災の復興支援を図るため、
平成23年7月末に終了した住宅エコポイントを再開する。

事業の内容

復興支援・住宅エコポイント（平成23年度第3次補正予算事業）

環境配慮製品・サービスについて⑦（住宅エコポイント）

※工事対象期間 新築 H23.10.21～H24.10.31

リフォーム H23.11.21～H24.10.31

※工事対象期間 新築 H23.10.21～H24.10.31

リフォーム H23.11.21～H24.10.31
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国民一人ひとりの環境配慮行動（エコアクション）に経済的インセンティブを付与する取組を進める

ため、環境省が平成20～22年度にモデル事業を実施したポイントプログラム。環境配慮型の商品・

サービスの購入・利用等の環境配慮行動を行った場合に、様々な商品等に交換できるポイントが貯まる

もので、全国のあらゆる業種・業態の事業者が参加できる仕組みが構築されている。永続的な取組とす

るため、ポイント原資を参加事業者自らが支出する仕組みとしている。

平成22年度末時点で、参加会員数約30万人・参加事業者数約60社・累積発行ポイント数約1.5億ポ

イントに達し、平成23年度からは民間事業者が運営主体となって実施している。環境省は、プログラ

ムの信頼性及び公平性を確保するため、プログラムの運用状況のチェック・評価や、必要に応じてガイ

ドライン等の見直しを行っている。

原資提供事業者

メインプラットフォーム

サブプラットフォーム

会員（消費者）

交換商品等
提供事業者

対象エコアクションの
登録申請
ポイント原資の提供

会員
登録

エコアクション
の実施

（商品購入）
（サービス利用）
（その他行動）

名称及び関連ロゴ
の使用承認

ポイントの発行
（ﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄ配布等）

交換商品選択
（ポイント
交換申請）

交換商品の
提供

原資還元

ポイント
登録

ポイント
残高管理
残高表示
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
利用)

ポイント
交換商品
の登録

名称及び関連ロゴの使用承認

環境省

参加申請

プログラム全体のチェック・評価
プログラムの継続的改善
ガイドラインや承認基準等の見直し

参加承認

◆カーボン･オフセットされた商品の購入

対象エコアクションの例

◆レジ袋や包装の辞退

◆電気・ガス・水の使用量削減

メインプラットフォーム（株式会社ジェーシービー）

ポイント還元メニューの例

◆生活雑貨・環境配慮商品

◆商品券・チケット類

◆環境保全活動への寄附

L
E
D

環境配慮製品・サービスについて⑧（エコアクションポイント）
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導入に際して多額の初期投資費用（頭金）を負担することが困難な家庭及び事業者（中小
企業等）について、頭金なしの「リース」という手法を活用することによって低炭素機器の普
及を 図り、もって「エコで快適な暮らし」を実現。
具体的には、低炭素機器をリースで導入した場合に、リース料の３％をリース事業者に対し
て助成。（ただし、岩手県、宮城県、福島県の東北３県については補助率１０％。）

対象機器の例
【家庭向け】 既築住宅向け太陽光パネル等（家庭用高効率給湯器等低価格製品は対象とし

ない。）
【事業者向け】 高効率ボイラー、高効率冷凍冷蔵庫、太陽光パネル、ハイブリット建機等

概 要

～効果は？～
①約26万トンのCO2削減

（約5万世帯分の年間排出量を削減）
②約650億円の環境投資促進
③約2,000人雇用創出

家庭・事業者向けエコリース促進事業スキーム

E
S
C
O

推
進
協
議
会

国

（環

境

省
）

指
定
リ
ー
ス
事
業
者

リ
ー
ス
先
（家
庭
・事
業
者
）

補助金

補助金の申請

補助金の申請の
審査・交付

リース契約頭金なしで
パッケージ
導入も可能

低炭素機器の普及

（２３年６月１５日より申請受付開始）

リース料の
低減
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環境配慮製品・サービスについて⑨（家庭・事業者向けエコリース促進事業）

【H23予算：20億円】
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見える化の推進

温室効果ガス排出量「見える化」推進戦略会議

平成21年度
「日常生活CO2情報提供
ツール」の試行版の作成

①家庭での「見える化」
家庭内の主要なエネルギー消費機器のCO2排出
量を「見える化」することの削減効果の把握方法
について検討

②日常生活CO2情報提供ツール
CO2家計簿やCO2排出量削減のヒントを提供す
る等の機能を持った「日常生活CO2情報提供
ツール」の概要をとりまとめ

③商品・サービスの「見える化」
事業者の提供する商品・サービスにおいてCO2
排出量の「見える化」を行っているものの調査等
を実施

平成21年度～平成22年度
使用段階でのCO2排出量が即時的に「見える化」さ
れた商品・サービスについて、CO2削減効果を把握。

平成22年度
一般公開

平成21年度～平成22年度
家庭内にCO2排出量等を計測・表示する機器を設
置し、CO2削減効果を把握。

環境配慮製品・サービスについて⑩（見える化）

家庭におけるエコ診断の推進

平成23年度～

国による、中立性、信頼
性を確保した、きめ細や
かな診断を促進するため
の基盤整備

・診断ソフトの開発

・民間企業等による診断
試行実施及び制度検討

・うちエコ診断の効果定量
化と診断手法の精度向上
の検討

地球温暖化対策に係る中長期目標の達成に向け、1990年比で３割以上増加している家庭
部門の温室効果ガス排出量を抜本的に削減する必要
「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」において位置付けられた「環境コンシェル
ジュ制度」の基盤整備を行う

うちエコ診断員

CO2排出量の「見える化」
＆

実情に合致した行動アドバイス

家庭のエネルギー消費情報

家庭

確かな
行動変容

対話型
の診断 28



●概要

環境省では、国内の家電メーカーや家電販売店、業界団体、省エネ家電普及促進フォーラム等との連携の下、省エネ製品買換ナビゲー
ション（愛称：しんきゅうさん）を構築し運用しています。

「しんきゅうさん」は、家庭での消費電力量上位４品目の、エアコン、冷蔵庫、照明器具、テレビについて、携帯電話やパソコンを利用するな
省エネ製品への買換えによるCO2削減効果やランニングコストの低減効果などをどして店頭や自宅等で簡単に把握できるシステムです。

さらに、温水洗浄便座を新たに追加することで、計５製品について買換えによる「CO2削減効果の見える化」を図っているところです。

★パソコン版画面

＜主な販売店等での店頭展開・普及状況＞

●量販店（50音順）
（株）エディオン、（株）ケーズホールディングス、
（株）コジマ、上新電機（株）、（株）ノジマ、
（株）ビックカメラ、（株）ベスト電器、（株）ヤマダ電機、
（株）ヨドバシカメラ、ラオックス（株）

●団体（50音順）
秋葉原電気街振興会、全国電機商業組合連合会

出典：資源エネルギー庁 平成16
年度 電力需給の概要

★携帯版画面

全体の
約7割を
カバー

環境配慮製品・サービスについて⑪（しんきゅうさん）
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H24年度：民生部門での環境負荷軽減を進めるため、消費者が環境配慮型製品を選択す

る際の選択条件を、国内外の事例を調査し把握する。その事例を基に流通段階での環境
配慮型製品の購入促進策を検討する。

目的 流通段階で環境配慮型製品の普及を推進ことにより市場のグリーン化を図る。

事業内容

＜内外事例調査等＞ ＜モデル事業＞ ＜事業結果検証＞

国内外の先進的な取組事例（各地
域、団体での取組事例、諸外国の動
向）を流通業界へのアンケート調査、ヒ
アリング調査（無店舗販売、有店舗販
売）、文献調査により収集。その集めた
事例を基にデータベース化

事例を基に消費者に届く情報提供の
あり方（内容、販売方法、媒体等）、環境
配慮型製品の拡大等、具体的な購入促
進策についての検討を行う。

ポイント付与などの経済的な
インセンティブを与える購入促進
方法の実施

表彰などの非経済的なインセン
ティブを与える購入促進方法の実施

検討された環境配慮型製品の
環境に対する効果の消費者への
見せ方（販売方法、陳列方法）の
実施 環境配慮型購入促進に係る販売

ガイドライン等の作成・周知

インセンティブの効果検証

POSシステムを利用した、購入者
の属性の把握

環境配慮型製品の売上の変化を
見ることによる効果検証

環境製品・サービスについて⑫（流通段階での環境保全型製品の普及）
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環境配慮製品・サービスについて⑬（チャレンジ25キャンペーン）

環境省

● 25％削減に向けて、政府も国民も一緒になって温暖化防止に取組み、我が国を新しい経済社会、すなわち低炭
素社会に転換するため、内閣総理大臣をリーダー、環境大臣をサブリーダーとして、地球温暖化防止の国民運
動｢チャレンジ25キャンペーン｣を展開。

● 「チャレンジ25キャンペーン」では、 家庭、オフィス、地域で、私たち一人ひとりがCO2削減に向けて実践できる
ことを「６つのチャレンジ」として提案し、その行動の実践を広く国民の皆さんに呼びかけている。

● 個人チャレンジャー： 865,803宣言／企業・団体チャレンジャー：22,467団体（平成23年12月1日現在）

チャレンジ25での省エネ製品
への買い換えの呼びかけ

～６つのチャレンジ～
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・6つのチャレンジで省エネ製品の選択を
呼びかけ

・省エネ製品買い換えナビゲーション「しん
きゅうさん」の運営を通じ、省エネ家電への
買い換えを呼びかけ

・節電アクション！で省エネ型の電化製品、
照明器具への買い換えを呼びかけ



持続可能な社会

環境保全活動の推進

◎環境カウンセラーの専門分野に 「消費者
教育」を設定

・環境カウンセラーの22の活動専門分野の１つに「消費
者教育」を設定し、581人が登録（平成23年４月現在）

・省エネにつながる消費活動の出前授業などを通じて、
市民などの環境保全活動を促進

（平成23年度予算額） 9,640千円

環境カウンセラー

豊富な知識と経験

学校・地域・企業
（講座やエコアクション２１審査人）

事業者部門 ２,５１６人
市民部門 ２,００２人

平成23年4月現在

Needs,
WantsFacilitate

環境意識の高い

募
集
要
項
配
布

申
請
書
受
付

書
面
審
査

面
接
審
査

登
録

有識者による
審査会

合
格

合
格

＜審査・登録手順＞

※環境カウンセラー登録制度とは
市民活動や事業活動の中で環境保全に関する取組に

ついて豊富な実績や経験を有し、環境保全に取り組もう
とする市民や事業者等に対して環境保全及び環境保全
活動に関する知識の付与・助言又は指導（環境カウンセ
リング）を行うことのできる人材を「環境カウンセラー」とし
て登録する制度

環境配慮製品・サービスについて⑭ （環境カウンセラー事業）
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事業者の行動を促す施策の現状
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２．「環境マネジメント等の環境経営に関する状況」
を表す情報・指標
（MPI, Management Performance Indicators 12項目 ）
MP-1 ：環境マネジメントの状況
MP-1-1：事業活動における環境配慮の方針
MP-1-2：環境マネジメントシステムの状況
MP-2 ：環境に関する規制の遵守状況
MP-3 ：環境会計情報
MP-4 ：環境に配慮した投融資の状況
MP-5 ：サプライチェーンマネジメント等の状況
MP-6 ：グリーン購入・調達の状況
MP-7 ：環境に配慮した新技術、DfE等の研究開発の状況
MP-8 ：環境に配慮した輸送に関する状況
MP-9 ：生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用

の状況
MP-10：環境コミュニケーションの状況
MP-11：環境に関する社会貢献活動の状況
MP-12：環境負荷低減に資する製品・サービスの状況

３．「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた
取組の状況」を表す情報・指標
（OPI, Operational Performance Indicators 10項目）
OP-1 ：総エネルギー投入量及びその低減対策
OP-2 ：総物質投入量及びその低減対策
OP-3 ：水資源投入量及びその低減対策
OP-4 ：事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等
OP-5 ：総製品生産量又は総商品販売量
OP-6 ：温室効果ガスの排出量及びその低減対策
OP-7 ：大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策
OP-8 ：化学物質の排出量、移動量及びその低減対策
OP-9 ：廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低

減対策
OP-10：総排水量等及びその低減対策

１．基本的項目（BI, Basic Information 5項目）
BI-1 ：経営責任者の緒言
BI-2 ：報告にあたっての基本的要件
BI-2-1：報告の対象組織・期間・分野
BI-2-2：報告対象組織の範囲と環境負荷の捕捉状況
BI-3 ：事業の概況(経営指標を含む)
BI-4 ：環境報告の概要
BI-4-1：主要な指標等の一覧
BI-4-2：事業活動における環境配慮の取組に関する目標、

計画及び実績等の総括
BI-5 ：事業活動のマテリアルバランス(インプット、

内部循環、アウトプット)

４．「環境配慮と経営との関連状況」を表す情報・指標
(EEI, Eco-Efficiency Indicators)

５．「社会的取組の状況」を表す情報・指標
(SPI, Social Performance Indicators)

事業者の環境配慮について①（環境報告ガイドライン2007年版 記載事項）

○環境省では、環境報告書の作成を促進するため、環境報告ガイドラインを策定
○ガイドラインにより、環境経営の促進と開示内容の質の向上を促進。
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環境省では1997年から、企業等の自主的な環境情報の開示を促進するため、「環境コミュニ
ケーション大賞」を設定し、優れた環境報告書、活動レポート、テレビＣＭ等を表彰している。

第14回 環境コミュニケーション大賞 (応募総数 386団体)

「環境報告大賞」 パナソニック株式会社
「環境活動レポート大賞」 ウエスタン塗装株式会社
「テレビ環境CM大賞」 株式会社 日立製作所
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作成企業割合

（％）
作成企業数

このうち
売上高1000億円以上の
上場企業（計455社）では・・・

378社（83.1％）
が環境報告書を作成・公表

※2009年度環境省「環境にやさしい企業

行動調査」より作成。数値はアンケート回
答企業(3,036社）をベースとしている。

環境コミュニケーション大賞の実施

環境報告書作成・公表企業数

事業者の環境配慮について②（企業等の環境コミュニケーションの推進）
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36
（出所）環境省「平成21年度環境にやさしい企業行動調査」

事業者の環境配慮について③（環境会計）

○環境会計とは、企業等が、持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ、環境保
全への取組を効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全の
ためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的（貨幣単位又は物量単
位）に測定し伝達する仕組み。

○環境省では、環境会計への取組を支援するために、環境会計に関する共通の枠組みを構築する
ことを目的として、環境会計ガイドラインを策定。

○アンケートによると、導入企業は横ばい、やや減少傾向。

K環境会計の導入状況



エコアクション２１とは、環境省がガイドラインを策定した「様々な環境問題への対処に有効な環境マネジメントシステム」
です。

・13の要求事項とPDCAサイクルにより、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その結果を確認・ 評価し、
継続的に改善していく仕組み。

・ 環境省では、取組推進のため、その要求事項等の解説や取組のチェックリスト等を加えたガイドラインを策定。
・ 事業者の環境への取組を適切に評価して必要な指導・助言を行うと共に、適切な取組を行う事業者に対し、第三者がガイドラインに適合

していることを認めることにより、社会的な評価や信用を得られるようにする仕組みとして、「認証・登録制度」を平成16年より実施。
・ 認証・登録制度は、現在、「エコアクション21中央事務局」が自主事業として運営。
・ 環境省では、平成20年より、認証・取得（見込み）事業者を対象に、日本政策金融公庫による低利融資制度を設け、普及を推進。
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エコアクション２１認証・登録の推移と現状

年間・認証登録数

認証・登録総数

①10人以下

29%

②11人～30人

39%

③31人～100人

24%

④101人～300
人

6%

⑤301人以上

2%
従業員規模別

①製造業

26%

②印刷・出版業

2%

③廃棄物処理・

リサイクル業

21%

④建設・

設備工事業

19%

⑤卸・小売業

8%

⑥自動車

整備業

7%

⑦その他、サー

ビス業等

11%

⑧その他

6%
業種別割合

事業者の環境配慮について④（エコアクション21）
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ESCO: Energy Service Company の略

○省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、その顧客の省エネルギー・メリット（光熱費の削減等）の一部
を報酬として享受する事業。

○顧客が事業資金を調達する「ギャランティード・セイビングス契約」とＥＳＣＯ事業者が事業資金を調達する「シェ
アード・セイビングス契約」の２種類の契約形態。顧客のニーズに応じた対応が可能。

ＥＳＣＯ事業の包括的サービス
①省エネルギー方策発掘のための診断・コンサルティング
②省エネルギー方策導入のための計画立案、設計、施
工、施工管理

③導入後の省エネルギー効果の計測・検証
④導入した設備やシステムの保守・運転管理
⑤事業資金の調達（ファイナンス）、金融機関のアレンジ等

事業者の環境配慮について⑤（ESCO事業）



低炭素社会への変革に向け、あら
ゆる施策の総動員が必要

金融 ＝ 経済活動の血流

あらゆる経済活動・環境対策に
は、金融が必要

「金融」による

「社会の低炭素化」
への積極的な取組

対 策 加 速 化

【取組の方向①】
企業、個人等の環境保全への取組に
対する円滑なファイナンス

【取組の方向②】

投融資等の判断に際して、投融資先等
の環境保全の取組を評価・考慮
（社会的責任投資等）

■環境金融促進のための環境省の主な施策

２．家庭・事業者向けエコリース促進事業：平成23年度予算20億円

リースの活用により低炭素機器の普及促進を図る。

３．企業の環境情報の開示促進

企業の環境報告書の作成を促進するとともに、投資家等に有用な環境経営の情報開示方法及びその促進策につ
いて検討委員会にて検討中。

■環境金融の更なる促進策の検討

「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」の趣旨に則った金融機関の自主的な活動を環境省として支援。

１．温暖化対策投資に係る利子補給事業

意欲的なCO2削減を誓約する企業の地球温暖化対策設備投資に対し、環境格付融資（融資先の環境保全の取組
を評価し、評価結果を踏まえ利率を決定する融資）を行う金融機関を通じて、利子補給を実施する。

・ 地球温暖化対策加速化支援無利子融資事業：平成21年度一次・二次補正予算計60億円
・ 環境配慮型設備投資促進利子補給事業：平成22年度補正予算10億円

・ 環境配慮型経営促進事業利子補給事業：平成22年度予算3.5億円、平成23年度予算10億円
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事業者の環境配慮について⑥（環境金融に係る施策）
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平成22年6月にとりまとめられた中央

環境審議会「環境と金融に関する専
門委員会」報告書において、環境金
融の取組の輪を広げていく仕組みと
して提言

平成22年9月に末吉竹二郎氏（国連
環境計画 金融イニシアティブ特別顧

問）の呼びかけにより、金融機関が自
主的に参加する起草委員会を創設

環境省は事務局として支援

平成23年10月に金融機関が自らが

署名する「持続可能な社会の形成に
向けた金融行動原則（21 世紀金融
行動原則）」を起草委員会にて採択

平成23年11月より署名受付開始

今後、全ての署名金融機関が参加す
る総会や業務別のワーキンググルー
プを通じて、勉強会や情報交換の場
を設ける予定。

概 要

原則

預金・貸出・リース業
務ガイドライン

運用・証券・投資銀行
業務ガイドライン

保険業務ガイドライン

構 成

1. 自らが果たすべき責任と役割を認識し、予防的
アプローチの視点も踏まえ、事業を通じ最善の
取組みを推進する

2. 金融商品・サービスの開発・提供を通じ、持続
可能なグローバル社会の形成に貢献する

3. 地域コミュニティの持続可能性をサポートする

4. 多様なステークホルダーが連携に主体的な役
割を担う

5. 環境負荷の軽減に積極的に取り組み、サプラ
イヤーにも働き掛ける

6. 取組みの情報を開示する
7. 役職員の意識向上を図る

事業者の環境配慮について⑦（日本版環境金融行動原則）

原 則 （要 旨）

事例集



制度の詳細

利子補給
の条件

３年間でＣＯ２排出量６％削減、又はＣＯ２排
出原単位６％改善の誓約を行った企業（H22
補正予算は、大企業を除く）

利子補給
の対象

上記誓約を行った企業による、地球温暖化
対策設備投資のための金融機関からの借
入れに係る利子

利子補給
の内容

当該企業に対し、上記借入れの3％分の利
子補給を3年間行う。ただし貸付利率を上限
とする（H22補正予算は、2%分を利子補給）

対象となる
融資

（借入れ）

地球温暖化対策に係る環境格付融資を実
施する金融機関が行う融資に限る

※３年分の利子補給額を基金に一括交付

民間金融機関
（一般公募での選定）

基金設置法人（財団法人 日本環境協会）

利子補給対象者（環境配慮型融資企業）

環境格付・
環境投資への
貸付・モニタリング

貸入返済金及び
ＣＯ２排出量報告

モニタリング
（※２）

国（環境省）

公募・選定

金融機関選定基準の
提示等の指導・監督 出資（補助金）

モニタリング結果の
報告

返還

※１ 企業は金融機関に、代理申請・受理その他利子補給金の交付に関する手続きを委任。
※２ 金融機関からのモニタリング結果を検証するとともに、適宜実施。

利子補給
（※１）

３年間でＣＯ２排出６％削減等の意欲的な目標を誓約した企業の地球温暖化対策設備投資について、
環境格付融資（環境対策に積極的に取り組む企業を評価し、評価結果に応じて利率を決定する融資）

を行う金融機関を通じ、利子補給を３年間行う。

地球温暖化対策の加速化と環境投資の掘り起こしを通じた経済成長の同時推進

＊なお、通常予算において大企業も対象とした１％分の利子補給も実施（５年間でCO２排出量５％削減、又は排出原単位５％改善を誓約）

事業者の環境配慮について⑧（温暖化対策設備投資に係る各種利子補給事業）
【平成21年度第一次補正：45億円（終了）、第二次補正15億円（終了）、平成22年度補正：10億円（終了） 】
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事業者の環境配慮について⑨（カーボン・オフセット）

○企業のカーボン・オフセット取組状況

○カーボン・オフセットの取組は一定の増加傾向にある。
○消費者における認知度も広がりつつあるが、企業における取り組みの拡大は限定的。

○カーボン・オフセット取組状況（報道発表ベース）

出典：環境にやさしい企業行動調査（環境省）
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○カーボン・オフセットの認知度

よく知っ

ている

25%

何となく聞

いたことが

ある
52%

全く聞い

たことが

ない
23%

環境にやさしい
生活をテーマと
するイベントに
おけるアンケー
ト結果。一般的
な認知度は更
に低くなると考

えられる。

○取組事例数と第三者認証件数の比較

オフセット区分
国内事例
件数（約）

認証
件数

割合
(認証/事例)

I-1 商品・サービス 420件 40件 9.5 %

I-2 会議・イベント 90件 7件 7.7%

I-3 自己活動 100件 4件 4%

II 自己活動支援 30件 9件 30 %

（出典：J-COF調べ（2008））
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出典：環境にやさしい企業行動調査（環境省）

○企業において求める施策として、第１位に「相談支援」、第２位に「事例紹介」が挙げられており、
カーボン・オフセットに取り組む方法についての理解の拡大が必要。

○消費者においても、オフセットの価値を一定程度負担する意識があるものの、市場において十分
に商品が流通していないことが想定される。

○今後オフセットの取組を行うにあたり、行政に望む支援

○オフセットの取組みに費用を払う場合、気になる情報

事業者の環境配慮ついて⑨（カーボン・オフセット）
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出典：J-COF調べ（2010）
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事業者の環境配慮について⑨（カーボン・オフセット）

○「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」（2008年）を始めとして、カーボン
オフセットを実施するに当たっての各種ガイドライン等を整備。

○カーボン・オフセットの仕組みを活用して、国内における排出削減・吸収を一層促進するため、国
内で実施されるプロジェクトによる削減・吸収量を、オフセット用クレジット（J-VER）として認証する
Ｊ－ＶＥＲ制度を運用。

＜オフセット・クレジット（J-VER）制度における
プロジェクト登録・クレジット認証件数の推移＞

クレジット認証量は
154,064t-CO2

＜カーボン・オフセットに関する基盤整理の状況＞

基
盤

我が国におけるカーボン・オフセットの在り方につ
いて（指針）

カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証
機関による認証基準

手
続
き

カーボン・オフセットの対象活動から生じるGHG排
出量の算定方法ガイドライン

カーボン・オフセットの取組に係る信頼性構築の
ための情報提供ガイドライン

分
野
別

特定者間完結型カーボン・オフセットガイドライン

会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取
組のための手引き

カーボン・オフセットフォーラム（J-COF)

ｶｰﾎﾞﾝ・ｵﾌｾｯﾄ推進ﾈｯﾄﾜｰｸ（CO-Net）

日本ｶｰﾎﾞﾝｱｸｼｮﾝ・ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ（ＪＣＡＰ）

＜カーボン・オフセットを推進するネットワーク＞
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市民参加のCO2排出
量取引制度（広島市）

ふくおかカーボンク
レジット（福岡市）

高知県オフセット・クレ
ジット制度（高知県）

大阪版カーボン・オ
フセット（大阪府）

DO YOU KYOTO?クレジット（京都市）
※京都府・京都市の連携(検討中）

新潟県カーボン・オフ
セット制度（新潟県）

北海道カーボン・アクション・
フォーラム（北海道）

・なかのエコポイ
ント（中野区）

・みなと節電チャ
レンジ（港区）

＜地域ぐるみの自主的な取組の例＞市民を巻き込んだ温暖化対策の充実の必要性
や東日本大震災を契機とした電力需給逼迫への
対応のため、地域ぐるみで地域の活性化も視野
に入れつつ、市場メカニズムを活用した取組を行
う先進事例がみられている。

このため、これを継続的な取組へつなげつつ、
全国的に広めていくことが必要。

地域ぐるみの取組を支援
市場メカニズムを活用した温室効果ガス削減

等の取組を地域ぐるみで行うものに対し、実施
体制の構築・効果検証等を支援。

先行事例を基に課題・成果を共有・整理し、他
地域でも活用可能な取組手法・評価手法の確立
を図ることにより、取組の全国展開を目指す。

費用効率的な取組の実証による地域の参加
の促進
課題・成果の共有、制度運営コストの低減

地域を越えた連携のための共通的な基盤
の整備

ストップ温暖化ポイ
ントカード（静岡県）

山形方式節電県民運
動（新潟県）

とちぎカーボン・オフ
セット制度（栃木県）

炭素会計システムと低炭素社
会創造実現プラン（下川町）

背景

事業内容

効果

1
2

事業者の環境配慮について⑩（地域における市場メカニズムを活用した低炭素化推進事業）
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○ 見える化機器を活用し、テナントや従
業員等が運用改善に努力

○ 削減約束量を上回る削減を達成した場
合に排出枠を付与することにより、運用改
善のインセンティブ強化

必要性

概要

① CO2排出増に歯止めのかからない業務部門（90年比32％増）における対策が急務
② 排出量の大部分を占める膨大な数の既存ストックへの対策が最重要

③ 対策の費用効率性を高め、かつ総量削減を担保することにより、大量の既存ストックにおいて
安く、大量かつ確実にCO2を削減することが必要

関係者全員の削減努力を最大限引き出すため、市場メカニズムを活用

リバースオークションによる
費用効率的な先進対策導入

約束の超過削減への排出枠付与
による運用改善のインセンティブ

排出枠取引による総量削減

○ 事業者は、環境省指定の先進対策
BAT（高効率照明、高効率空調、断熱
等）を組合せ、削減約束値とともに申請

○ １トンの削減に必要な補助額の小さ
い順から採択（リバースオークション）し、
補助することで、費用効率的な削減対
策を実施。

○ 削減が約束量を下回る場合には排出
枠購入により目標達成に活用

＋
排出量

大幅

先進対策

運用改善

設備導入と運用改善により、業務部門の既存建築物から費用効率的に大幅な総量削減

8

事業者の環境配慮について⑪（先進対策の効率的実施による業務CO2排出量大幅削減事業）
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事業者の環境配慮について⑫（エコ・ファースト制度）

○ 企業の環境保全に関する業界のトップランナーとしての取組を促進していくため、企業が環境大
臣に対し、地球温暖化対策、廃棄物・リサイクル対策など、自らの環境保全に関する取組を約束
する制度として「エコ・ファースト制度」を運営 。

○平成20年の開始以来、現在38社が認定を受けている。

（エコ・ファースト・マーク）

【エコ・ファースト認定の効果】（企業の活用方法）
○認定企業によるエコ・ファースト・マークの使用

例：環境報告書、製品カタログ、チラシ、名刺、ＣＭ等への使用（届け出制）
○認定企業同士のコラボレーションによる事業活動の推進 等

【認定企業の声】
○「環境大臣との約束」という扱いのた

め、社長以下社内にとって強い発信
力・浸透力を持つ。

○エコ・ファースト・マークの使用は顧
客や同業他社に対する強いアピー
ルとなる。

○認定企業同士が業界の垣根を越え
て環境関連事業を展開する、いいき
っかけとなった。

（エコ・ファースト・マーク入りの緑色ANA機）

＜エコ・ファースト・マークの活用事例＞



○グリーン購入大賞（主催：グリーン購入ネットワーク）

グリーン購入に関する先進事例を表彰し広く紹介することで、全国の各種団体にグリーン購入の取り組みを普
及させていくことを目的としたもので、1998年から実施。

事業者の環境配慮について⑬（各種表彰）

○事業者の取組を促進するため、以下のような表彰制度がある。
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○エコプロダクツ大賞（主催：エコプロダクツ大賞推進協議会）

環境負荷の低減に配慮した製品・サービスをさらにわが国に普及させるため、具体的に優れた環境配慮が組
み込まれるとともに、独創性にあふれ、社会的にも評価の高いエコプロダクツを表彰するもので、2004年から実施。

○環境コミュニケーション大賞（主催： （財）地球・人間環境フォーラム、環境省）

優れた環境コミュニケーションを表彰するもので、1997年から実施。

○eco japan cup（主催：環境ビジネスウィメン、環境省、国土交通省、総務省、日本政策投資銀行、
三井住友銀行）

エコビジネスの芽を見つけ育てるコンテストで、ロールモデルというべき環境ビジネスに成功した
企業や、個人事業者及びNPOを含む中小企業・ベンチャー企業の環境ビジネスプランを表彰するも
ので、2006年から実施。

○日経広告賞（主催：日本経済新聞社）

時代を先取りし、これからの時代にあった広告活動の指針になるすぐれた作品に日経広告賞を授与するもので
1952年から実施。（その中で環境大臣賞が授与されている。）

○エコマークアワード（主催：（財）日本環境協会）

エコマーク商品をはじめとする環境配慮商品の製造や販売あるいは普及啓発を通じて、積極的に活動している
企業・団体等の特に優れた取組を表彰するもの。
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